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　厚生労働省の調査によると、近年「介護・看護」を理由と
する離職者数は7～10万人で推移しています。また、総務
省の調査によると、介護をしながら仕事を続ける人（ビジネ
スケアラー）の数は増加傾向にあり、2022年には364.6万
人となりました（資料1）。高齢化が進む中、介護による離職
や就労継続の難しさは社会問題化してきています。

　企業にとっては、従業員が抱える介護負担は見えにくく、
対応が難しいという課題が指摘されています。厚生労働省
の調査によると、介護をする人が自身の悩みを相談する相
手として最も多かったのは「あてはまるものはない」でし
た。次いで「家族・親族」が多く、「勤務先」は4.1％です（資料
2左図）。従業員の介護の悩みは職場に「相談されにくい」
という実態が示唆されます。
　従業員が職場に介護の悩みを相談しない理由は必ずし
も1つではありませんが、ここでは一因として「職場に相談
しても状況は変わらないと従業員が感じている」可能性に
ついて考えてみます。厚生労働省の調査によると、介護開
始後に職場から受けたサポートとして最も多かったのは

「受けていない・助けられたと感じない」で、割合は59.0％
でした（資料2右図）。この結果を企業目線から考えると、介
護の悩みを抱える従業員の支援制度が職場に「ない」「役
立たない」という設計上の問題と、制度はあるが「周知でき
ていない」「利用されにくい」という運用上の課題が浮かん
できます。

　厚生労働省は2025年に企業向けの「介護支援プラン策
定マニュアル（改訂版）」を公表しています。ここでは、企業
は日ごろから①～⑤に取組む必要があると示されています

（資料3）。制度が「ない」「役立たない」状況は、①に基づき
②のとおり制度の創設と定期的な見直しを行うことで改善
が見込まれます。また、制度を「周知できていない」「利用さ
れにくい」事態は、①③④を通じて制度を普及し、従業員と
介護について継続的に対話することで打破が期待できま
す。⑤働き方改革の中で支援モデルのサイクルを循環さ
せ、従業員が職場に相談する意味を感じる支援制度を設
計・運用していくことは、「介護の悩みが職場に相談されな
い」状況を改善するための第一歩かもしれません。

減らない介護離職・増えるビジネスケアラー

介護の悩みは職場に相談されにくい

「相談する意味ある」制度設計・運用が出発点に

資料1 介護・看護による離職者数・ビジネスケアラー数の推移

（出所）�厚生労働省「雇用動向調査」（各年版）、総務省「就業構造基本調査」（各年版）より第
一生命経済研究所作成

資料2 介護不安の相談相手（左）・職場のサポート（右）（複数回答）

（出所）�厚生労働省「令和6 年度仕事と介護の両立等に関する実態把握のための調査研
究事業報告書」（2024）より第一生命経済研究所作成

資料3 仕事介護両立支援モデル（策定マニュアルより）

（出所）�厚生労働省「介護支援プラン策定マニュアル（改訂版）」（2025）より第一生命経済
研究所作成
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